
 
 
 
 
 

令和５年９月現在  
原材料価格等の高騰により生じた事業経費の負担増加に対し、障害福祉サービス事業者

の負担軽減及び経営支援を目的として、障害福祉サービス事業所を運営する事業者に対し

給付金を交付します。 

 

■給付対象者  

令和５年９月１日時点において引き続き次のいずれかの障害福祉サービスを提供する目黒

区内の施設・事業所を運営している事業者 

なお、目黒区暴力団排除条例第２条第１号から第３号までに該当する場合には給付対象と

なりません。 

Ａ

グ

ル

ー

プ 

①障害者施設・居住サー

ビス 

・短期入所（併設型事業所及び空床利用型事業所を除く。）

又は共同生活援助 

Ｂ

グ

ル

ー

プ 

②障害者通所サービス 
・生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は就

労定着支援 

③障害者（児）訪問・相談

サービス 

・居宅介護、計画相談支援、居宅訪問型児童発達支援、保育

所等訪問支援又は障害児相談支援 

④障害児通所サービス ・児童発達支援又は放課後等デイサービス 

⑤地域活動支援センター 

交付対象外サービス等  

・指定管理や運営委託により区から受託している施設・事業所 

・令和５年９月１日時点において、休止又は廃止の届出をしている施設・事業所 
 
 

■申請単位  

Ａグループの施設・事業所…施設・事業所ごとに申請することができます。 

Ｂグループの事業所…原則として同一所在地から１事業所のみ申請することができます。

同一所在地の考え方についてはＱ＆Ａをご覧ください。 



■給付額  

施設・事業所の種類に応じ、以下の金額を給付します。 

※①の施設・事業所、②、④の通所サービス事業所は、令和５年９月１日時点の利用定員

に応じた金額を給付します。 

① 障害者施設・居住サービス 

定員数 給付額 

１０人以下 ４２０，０００円 

１１人～１９人 ７６０，０００円 

② 障害者通所サービス 

定員数 給付額 

１９人以下 ２２０，０００円 

２０人～２９人 ４８０，０００円 

３０人～３９人 ６２０，０００円 

４０人以上 ８４０，０００円 

③ 障害者（児）訪問・相談サービス 

給付額 

５０，０００円 

④ 障害児通所サービス 

定員数 給付額 

１０人以下 １００，０００円 

２０人以上 ２１０，０００円 

 

⑤ 地域活動支援センター 

給付額 

１００，０００円 

 

 

 



■給付金申請の流れ・申請期限 

 

 （区）対象事業者への通知発送  

        ↓ 

   （事業所・施設）区宛て給付金申請書兼請求書等の郵送・持参  

        ↓ 

   （区）給付金申請書等による審査  

        ↓ 

   （区）給付金交付可否決定通知送付  

        ↓ 

   （区）給付金の支出経理処理  

        ↓                                      

   （区）給付金の指定口座への振り込み  

        ↓                                 

   （事業所・施設）給付金の受領   

 

 

■提出書類 

① 障害福祉サービス事業者原材料価格等高騰対策給付金交付申請書兼請求書 

② 振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し（金融機関・支店名・口座名義・口座

番号がわかる部分） 

  ※ 申請内容の確認のため、その他の資料の提出を求める場合があります。 

 

■提出先・問い合わせ先 

〒153-8573 東京都目黒区上目黒２丁目１９番１５号 

目黒区役所 障害施策推進課 計画推進係 

電話：０３―（５７２２）－９８４８ 

※郵送又は持参により提出してください。 

給付金申請書兼請求書等締切日（必着） 

第１回締切日 

第２回締切日 

最 終 締 切 日 

１０月１３日（金） 

１１月 ２日（木） 

１１月２４日（金） 

※各締切日から１か月程度で振り込みます。 


